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目

次

令和年月日 木曜日 第号官 報

〔
公

告
〕

諸
事
項

官
庁財

団
、
証
票
無
効
、
建
設
業
の
許
可
の
取

消
処
分
関
係

裁
判
所

相
続
、
公
示
催
告
、
失
踪
、
除
権
決
定
、

破
産
、
特
別
清
算
、
再
生
、
所
有
者
不
明

関
係

会
社
そ
の
他

〔
法
規
的
告
示
〕

〇
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性

及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
第

二
条
第
五
項
か
ら
第
七
項
ま
で
の
規
定
に

よ
り
厚
生
労
働
大
臣
が
指
定
す
る
高
度
管

理
医
療
機
器
、
管
理
医
療
機
器
及
び
一
般

医
療
機
器
の
一
部
を
改
正
す
る
件

（
厚
生
労
働
四
）

〇
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性

及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
関

係
手
数
料
令
第
十
二
条
第
一
項
第
一
号
イ

の
規
定
に
基
づ
き
特
別
の
注
意
を
要
す

る
も
の
と
し
て
厚
生
労
働
大
臣
の
指
定
す

る
高
度
管
理
医
療
機
器
の
一
部
を
改
正
す

る
件
（
同
五
）

〇
浄
化
槽
法
第
七
条
第
一
項
及
び
第
十
一
条

第
一
項
に
規
定
す
る
浄
化
槽
の
水
質
に
関

す
る
検
査
の
項
目
、
方
法
そ
の
他
必
要
な

事
項
の
一
部
を
改
正
す
る
件
（
環
境
一
）

〔
そ
の
他
告
示
〕

〇
返
納
を
命
じ
た
旅
券
を
無
効
と
す
る
件

（
外
務
七
）

〇
円
借
款
の
供
与
に
関
す
る
日
本
国
政
府
と

ネ
パ
ー
ル
政
府
と
の
間
の
書
簡
の
交
換
に

関
す
る
件
（
同
八
）

〇
種
苗
法
第
十
八
条
第
一
項
及
び
第
二
十
一

条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
品
種
登

録
及
び
届
出
に
係
る
事
項
を
公
示
す
る
件

（
農
林
水
産
一
六
）

〇
令
和
八
年
度
に
交
付
す
る
加
工
原
料
乳
に

つ
い
て
の
生
産
者
補
給
交
付
金
等
に
係
る

総
交
付
対
象
数
量
並
び
に
生
産
者
補
給
金

の
単
価
及
び
集
送
乳
調
整
金
の
単
価
を
定

め
た
件
（
同
一
七
）

〇
令
和
八
年
度
の
肉
用
子
牛
の
保
証
基
準
価

格
を
定
め
た
件
（
同
一
八
）

〇
肉
用
子
牛
の
合
理
化
目
標
価
格
を
定
め
た

件
（
同
一
九
）

〇
住
宅
の
品
質
確
保
の
促
進
等
に
関
す
る
法

律
の
規
定
に
よ
り
特
別
評
価
方
法
認
定
を

し
た
件
（
国
土
交
通
六
、
七
）

〇
道
路
に
関
す
る
件（
中
国
地
方
整
備
局
一
）

〇
都
市
計
画
に
関
す
る
件

（
九
州
地
方
整
備
局
二
）

〇
道
路
に
関
す
る
件
（
同
三
）

〔
人
事
異
動
〕

内
閣
府

警
察
庁

法
務
省

〔
皇
室
事
項
〕

〔
官
庁
報
告
〕

官
庁
事
項

北
海
道
開
発
局
公
示
（
北
海
道
開
発
局
）





法

規

的

告

示

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

別
表
第
１

別
表
第
１

１
～
1218

（
略
）

１
～
1218

（
略
）

1219


単
回
使
用
脳
用
医
薬
品
注
入
器















（
新
設
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安

全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
五
項
か
ら

第
七
項
ま
で
の
規
定
に
よ
り
厚
生
労
働
大
臣
が
指
定

す
る
高
度
管
理
医
療
機
器
、
管
理
医
療
機
器
及
び
一

般
医
療
機
器
（
平
成
十
六
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
二

百
九
十
八
号
）
別
表
第
一
の
１
か
ら
326
ま
で
、
1066
、

1067
、
1069
、
1072
、
1079
、
1083
、
1086
か
ら
1090
ま
で
、
1093
か
ら

1095
ま
で
、
1098
、
1099
、
1101
か
ら
1103
ま
で
、
1107
、
1116
、1118
、

1121
、
1122
、
1126
、
1128
、
1129
、
1131
、
1135
、
1139
、
1143
、
1145
、

1147
、
1156
か
ら
1158
ま
で
、
1160
、
1162
、
1163
、
1172
か
ら
1174
ま

で
、
1178
、
1180
、
1184
、
1185
、
1188
か
ら
1190
ま
で
、
1204
、1206
、

1208
、
1210
、
1214
か
ら
1216
ま
で
、
1218
及
び
1219
に
掲
げ
る
高

度
管
理
医
療
機
器

医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安

全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
五
項
か
ら

第
七
項
ま
で
の
規
定
に
よ
り
厚
生
労
働
大
臣
が
指
定

す
る
高
度
管
理
医
療
機
器
、
管
理
医
療
機
器
及
び
一

般
医
療
機
器
（
平
成
十
六
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
二

百
九
十
八
号
）
別
表
第
一
の
１
か
ら
326
ま
で
、
1066
、

1067
、
1069
、
1072
、
1079
、
1083
、
1086
か
ら
1090
ま
で
、
1093
か
ら

1095
ま
で
、
1098
、
1099
、
1101
か
ら
1103
ま
で
、
1107
、
1116
、1118
、

1121
、
1122
、
1126
、
1128
、
1129
、
1131
、
1135
、
1139
、
1143
、
1145
、

1147
、
1156
か
ら
1158
ま
で
、
1160
、
1162
、
1163
、
1172
か
ら
1174
ま

で
、
1178
、
1180
、
1184
、
1185
、
1188
か
ら
1190
ま
で
、
1204
、1206
、

1208
、
1210
、
1214
か
ら
1216
ま
で
及
び
1218
に
掲
げ
る
高
度
管

理
医
療
機
器

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る

規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に
対
応
し
て
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重

傍
線
を
付
し
た
規
定
（
以
下
「
対
象
規
定
」
と
い
う
。）は
、
当
該
対
象
規
定
全
体
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
も
の
の
よ
う

に
改
め
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
後
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を

削
り
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
新

た
に
追
加
す
る
。改

正

後

改

正

前

別
表
水
質
検
査
の
方
法

別
表
水
質
検
査
の
方
法

１
水
素
イ
オ
ン
濃
度

１
水
素
イ
オ
ン
濃
度

次
に
掲
げ
る
方
法
の
い
ず
れ
か
に
よ
り
検
査
す

る
も
の
と
す
る
。

次
に
掲
げ
る
方
法
の
い
ず
れ
か
に
よ
り
検
査
す

る
も
の
と
す
る
。

一
ガ
ラ
ス
電
極
法

一
ガ
ラ
ス
電
極
法

イ
（
略
）

イ
（
略
）

ロ
器
具
及
び
試
験
操
作

ロ
器
具
及
び
試
験
操
作

日
本
産
業
規
格
（
以
下「
規
格
」と
い
う
。）



















Ｋ
0102

１
の
12









に
掲
げ
る
器
具
及
び
試
験

操
作
に
基
づ
き
検
査
す
る
。

日
本
産
業
規
格
Ｋ
0102（

以
下
「
規
格
」



















と
い
う
。）の
12.1









に
掲
げ
る
器
具
及
び
試
験

操
作
に
基
づ
き
検
査
す
る
。

（
略
）

（
略
）

二
（
略
）

二
（
略
）

２
活
性
汚
泥
沈
殿
率
（
略
）

２
活
性
汚
泥
沈
殿
率
（
略
）

３
溶
存
酸
素
量

３
溶
存
酸
素
量

イ
（
略
）

イ
（
略
）

ロ
器
具
及
び
試
験
操
作

ロ
器
具
及
び
試
験
操
作

規
格
Ｋ
0102

１
の
21.4












に
掲
げ
る
器
具

及
び
試
験
操
作
に
基
づ
き
検
査
す
る
。

規
格
の
32.3







に
掲
げ
る
器
具
及
び
試
験
操

作
に
基
づ
き
検
査
す
る
。

（
略
）

（
略
）

４
透
視
度

４
透
視
度

イ
（
略
）

イ
（
略
）

ロ
器
具
及
び
試
験
操
作

ロ
器
具
及
び
試
験
操
作

規
格
Ｋ
0102

１
の
８











に
掲
げ
る
器
具
及

び
試
験
操
作
に
基
づ
き
検
査
す
る
。

規
格
の
９






に
掲
げ
る
器
具
及
び
試
験
操
作

に
基
づ
き
検
査
す
る
。

（
略
）

（
略
）

令和年月日 木曜日 第号官 報
〇
厚
生
労
働
省
告
示
第
四
号

医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
四
十

五
号
）
第
二
条
第
五
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す

る
法
律
第
二
条
第
五
項
か
ら
第
七
項
ま
で
の
規
定
に
よ
り
厚
生
労
働
大
臣
が
指
定
す
る
高
度
管
理
医
療
機
器
、
管
理
医

療
機
器
及
び
一
般
医
療
機
器
（
平
成
十
六
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
二
百
九
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正

す
る
。令

和
八
年
一
月
八
日

厚
生
労
働
大
臣

上
野
賢
一
郎

〇
厚
生
労
働
省
告
示
第
五
号

医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
関
係
手
数
料
令
（
平
成
十
七
年
政

令
第
九
十
一
号
）
第
十
二
条
第
一
項
第
一
号
イ

の
規
定
に
基
づ
き
、
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び

安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
関
係
手
数
料
令
第
十
二
条
第
一
項
第
一
号
イ

の
規
定
に
基
づ
き
特
別
の
注
意
を
要

す
る
も
の
と
し
て
厚
生
労
働
大
臣
の
指
定
す
る
高
度
管
理
医
療
機
器（
平
成
十
六
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
四
百
三
十
号
）

の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
八
年
一
月
八
日

厚
生
労
働
大
臣

上
野
賢
一
郎

〇
環
境
省
告
示
第
一
号

環
境
省
関
係
浄
化
槽
法
施
行
規
則
（
昭
和
五
十
九
年
厚
生
省
令
第
十
七
号
）
第
四
条
第
二
項
及
び
第
九
条
第
一
項
の

規
定
に
基
づ
き
、
浄
化
槽
法
第
七
条
第
一
項
及
び
第
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
浄
化
槽
の
水
質
に
関
す
る
検
査
の
項

目
、
方
法
そ
の
他
必
要
な
事
項
（
平
成
十
九
年
八
月
二
十
九
日
環
境
省
告
示
第
六
十
四
号
）
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、

令
和
八
年
一
月
八
日
か
ら
適
用
す
る
。

令
和
八
年
一
月
八
日

環
境
大
臣

石
原

宏
高





５
塩
化
物
イ
オ
ン
濃
度

５
塩
化
物
イ
オ
ン
濃
度

次
に
掲
げ
る
方
法
の
い
ず
れ
か
に
よ
り
検
査
す

る
も
の
と
す
る
。

次
に
掲
げ
る
方
法
の
い
ず
れ
か
に
よ
り
検
査
す

る
も
の
と
す
る
。

一
イ
オ
ン
電
極
法

一
イ
オ
ン
電
極
法

イ
（
略
）

イ
（
略
）

ロ
器
具
及
び
試
験
操
作

ロ
器
具
及
び
試
験
操
作

規
格
Ｋ
0102

２
の
6.4











に
掲
げ
る
器
具

及
び
試
験
操
作
に
基
づ
き
検
査
す
る
。

規
格
の
35.2







に
掲
げ
る
器
具
及
び
試
験
操

作
に
基
づ
き
検
査
す
る
。

二
硝
酸
銀
滴
定
法

二
硝
酸
銀
滴
定
法

イ
（
略
）

イ
（
略
）

ロ
試
薬
及
び
器
具

ロ
試
薬
及
び
器
具


（
略
）


（
略
）


001m

o
l ／
Ｌ
硝
酸
銀
溶
液


001m

o
l ／
Ｌ
硝
酸
銀
溶
液

（
略
）

（
略
）

こ
こ
で
、
001
m
o
l ／
Ｌ
塩
化
ナ
ト
リ

ウ
ム
標
準
液
と
は
、
600℃

で
約
60分

間
加
熱
乾
燥
し
、
デ
シ
ケ
ー
タ
ー
中
で
放
冷

し
た
規
格
Ｋ
8005の

附
属
書
Ｃ












に
掲
げ
る

塩
化
ナ
ト
リ
ウ
ム
0584ｇ

を
蒸
留
水
に

溶
か
し
て
一
リ
ッ
ト
ル
と
し
た
も
の
と
す

る
。

こ
こ
で
、
001
m
o
l ／
Ｌ
塩
化
ナ
ト
リ

ウ
ム
標
準
液
と
は
、
600℃

で
約
60分

間
加
熱
乾
燥
し
、
デ
シ
ケ
ー
タ
ー
中
で
放
冷

し
た
日
本
産
業
規
格
Ｋ
8005の

9.3












に
掲

げ
る
塩
化
ナ
ト
リ
ウ
ム
0584ｇ

を
蒸
留

水
に
溶
か
し
て
一
リ
ッ
ト
ル
と
し
た
も
の

と
す
る
。

ハ
（
略
）

ハ
（
略
）

６
残
留
塩
素
濃
度

６
残
留
塩
素
濃
度

イ
（
略
）

イ
（
略
）

ロ
試
薬
、
器
具
及
び
試
験
操
作

ロ
試
薬
、
器
具
及
び
試
験
操
作

規
格
Ｋ
0102

１
の
23.2












に
掲
げ
る
試

薬
、
器
具
及
び
試
験
操
作
に
基
づ
き
検
査
す

る
（
た
だ
し
、
遊
離
残
留
塩
素
及
び
結
合
残

留
塩
素
そ
れ
ぞ
れ
の
濃
度
の
測
定
は
要
し
な

い
。）。

規
格
の
33.2







に
掲
げ
る
試
薬
、
器
具
及
び

試
験
操
作
に
基
づ
き
検
査
す
る
（
た
だ
し
、

遊
離
残
留
塩
素
及
び
結
合
残
留
塩
素
そ
れ
ぞ

れ
の
濃
度
の
測
定
は
要
し
な
い
。）。

な
お
、
必
要
に
応
じ
て
、
50
m
L 以
外
の

比
色
管
そ
の
他
規
格
Ｋ
0102

１
の
23.2












に

掲
げ
る
試
薬
又
は
器
具
と
同
等
の
試
薬
又
は

器
具
を
用
い
て
検
査
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
50
m
L 以
外
の
比
色

管
を
用
い
る
と
き
は
、
検
水
及
び
試
薬
の
量

は
、
比
色
管
の
容
量
の
比
に
応
じ
て
調
整
す

る
。

な
お
、
必
要
に
応
じ
て
、
50
m
L 以
外
の

比
色
管
そ
の
他
規
格
の
33.2







に
掲
げ
る
試
薬

又
は
器
具
と
同
等
の
試
薬
又
は
器
具
を
用
い

て
検
査
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に

お
い
て
、
50
m
L 以
外
の
比
色
管
を
用
い
る

と
き
は
、
検
水
及
び
試
薬
の
量
は
、
比
色
管

の
容
量
の
比
に
応
じ
て
調
整
す
る
。

７
生
物
化
学
的
酸
素
要
求
量

７
生
物
化
学
的
酸
素
要
求
量

イ
（
略
）

イ
（
略
）

ロ
器
具
及
び
試
験
操
作

ロ
器
具
及
び
試
験
操
作

規
格
Ｋ
0102

１
の
18











に
掲
げ
る
器
具
及

び
試
験
操
作
に
基
づ
き
検
査
す
る
。

規
格
の
21






に
掲
げ
る
器
具
及
び
試
験
操
作

に
基
づ
き
検
査
す
る
。

そ
の
他
告
示

令和年月日 木曜日 第号官 報

〇
外
務
省
告
示
第
七
号

次
の
旅
券
は
、
旅
券
法
第
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
、
令
和
七
年
十
二
月
二
十
二
日
を
期
限
と
し
て
返
納
す

る
よ
う
命
じ
た
が
、
同
期
限
ま
で
に
返
納
さ
れ
な
か
っ
た

の
で
、同
法
第
十
八
条
第
一
項
第
八
号
の
規
定
に
基
づ
き
、

左
記
冒
頭
に
記
載
の
失
効
年
月
日
に
効
力
を
失
っ
た
。

令
和
八
年
一
月
八
日

外
務
大
臣

茂
木

敏
充

記

失
効
年
月
日

令
和
七
年
十
二
月
二
十
二
日

発
行
年
月
日

平
成
二
十
九
年
四
月
二
十
五
日

旅
券
番
号

Ｔ
Ｒ
八
一
六
〇
一
六
一

〇
外
務
省
告
示
第
八
号

令
和
七
年
十
二
月
三
日
に
カ
ト
マ
ン
ズ
で
、
円
借
款
の

供
与
に
関
す
る
次
の
書
簡
の
交
換
が
ネ
パ
ー
ル
政
府
と
の

間
に
行
わ
れ
た
。

令
和
八
年
一
月
八
日

外
務
大
臣

茂
木

敏
充

（
日
本
側
書
簡
）

（
訳
文
）

書
簡
を
も
っ
て
啓
上
い
た
し
ま
す
。
本
使
は
、
ネ
パ
ー

ル
の
経
済
の
安
定
及
び
開
発
努
力
を
促
進
す
る
た
め
に
供

与
さ
れ
る
日
本
国
の
借
款
に
関
し
て
日
本
国
政
府
の
代
表

者
と
ネ
パ
ー
ル
政
府
の
代
表
者
と
の
間
で
最
近
到
達
し
た

次
の
了
解
を
確
認
す
る
光
栄
を
有
し
ま
す
。

１

三
百
四
十
四
億
九
千
万
円
（
三
四
、
四
九
〇
、
〇
〇

〇
、
〇
〇
〇
円
）
の
額
ま
で
の
円
貨
に
よ
る
借
款
（
以

下
「
借
款
」
と
い
う
。）が
、
コ
テ
シ
ョ
ー
ル
交
差
点
改

良
計
画
（
以
下
「
計
画
」
と
い
う
。）を
実
施
す
る
こ
と

を
目
的
と
し
て
、
独
立
行
政
法
人
国
際
協
力
機
構
（
以

下
「
Ｊ
Ｉ
Ｃ
Ａ
」
と
い
う
。）に
よ
り
、
日
本
国
の
関
係

法
令
に
従
っ
て
、
ネ
パ
ー
ル
政
府
に
供
与
さ
れ
る
こ
と

と
な
る
。

２

借
款
は
、
ネ
パ
ー
ル
政
府
と
Ｊ
Ｉ
Ｃ
Ａ
と
の
間
で

締
結
さ
れ
る
借
款
契
約
に
基
づ
い
て
使
用
に
供
さ
れ

る
。
借
款
の
条
件
及
び
借
款
の
使
用
に
関
す
る
手
続

は
、
こ
の
了
解
の
範
囲
内
で
、
特
に
次
の
原
則
を
含

む
こ
と
と
な
る
前
記
の
借
款
契
約
に
よ
っ
て
規
律
さ

れ
る
。

⒜

償
還
期
間
は
、
十
年
の
据
置
期
間
の
後
三
十
年

と
す
る
。

⒝

年
間
の
利
子
率
は
、
〇
・
二
パ
ー
セ
ン
ト
と
す

る
。

⒞

支
出
期
間
は
、
前
記
の
借
款
契
約
の
効
力
発
生

の
日
の
後
十
年
と
す
る
。

に
規
定
す
る
借
款
契
約
は
、
Ｊ
Ｉ
Ｃ
Ａ
が
計
画

の
実
行
可
能
性
（
環
境
及
び
社
会
に
対
す
る
配
慮
を

含
む
。）を
確
認
し
た
後
に
締
結
さ
れ
る
。

⒞
に
規
定
す
る
支
出
期
間
は
、
両
政
府
の
関
係

当
局
の
同
意
を
得
て
延
長
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

借
款
は
、
ネ
パ
ー
ル
の
実
施
機
関
が
調
達
適
格
国

の
供
給
者
、
請
負
業
者
又
は
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
に
対

し
て
将
来
行
う
支
払
で
あ
っ
て
、
計
画
の
実
施
に
必

要
な
生
産
物
又
は
役
務
の
購
入
の
た
め
に
当
該
実
施

機
関
と
当
該
供
給
者
、
請
負
業
者
又
は
コ
ン
サ
ル
タ

ン
ト
と
の
間
で
締
結
さ
れ
る
こ
と
の
あ
る
契
約
に
基

づ
く
も
の
を
対
象
と
し
て
使
用
に
供
さ
れ
る
。
た
だ

し
、
当
該
購
入
は
、
当
該
調
達
適
格
国
に
お
い
て
、

当
該
調
達
適
格
国
で
生
産
さ
れ
る
生
産
物
又
は
当
該

調
達
適
格
国
か
ら
供
給
さ
れ
る
役
務
に
つ
い
て
行
わ

れ
る
。に

規
定
す
る
調
達
適
格
国
の
範
囲
は
、
両
政
府

の
関
係
当
局
間
で
合
意
さ
れ
る
。

借
款
の
一
部
は
、
計
画
の
実
施
の
た
め
の
適
格
な

現
地
通
貨
の
需
要
に
充
て
る
た
め
に
使
用
す
る
こ
と

が
で
き
る
。

４

ネ
パ
ー
ル
政
府
は
、
３

に
規
定
す
る
生
産
物
又
は

役
務
が
、
Ｊ
Ｉ
Ｃ
Ａ
の
調
達
の
た
め
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン

で
あ
っ
て
、
特
に
、
国
際
競
争
入
札
の
手
続
（
当
該
手

続
を
適
用
す
る
こ
と
が
不
可
能
で
あ
る
場
合
又
は
適
当

で
な
い
場
合
を
除
き
従
う
べ
き
手
続
）
を
定
め
る
も
の

に
従
っ
て
調
達
さ
れ
る
こ
と
を
確
保
す
る
。

５

ネ
パ
ー
ル
政
府
は
、
借
款
に
基
づ
い
て
購
入
さ
れ
る

生
産
物
の
海
上
輸
送
及
び
海
上
保
険
に
関
し
、
海
運
会

社
及
び
海
上
保
険
会
社
の
間
の
公
正
か
つ
自
由
な
競
争

を
妨
げ
る
こ
と
の
あ
る
い
か
な
る
制
限
を
課
す
る
こ
と

も
差
し
控
え
る
。

６

３

に
規
定
す
る
生
産
物
又
は
役
務
の
供
給
に
関
連

し
て
ネ
パ
ー
ル
に
お
い
て
そ
の
役
務
が
必
要
と
さ
れ
る

日
本
国
民
は
、
作
業
の
遂
行
の
た
め
ネ
パ
ー
ル
へ
の
入

国
及
び
同
国
に
お
け
る
滞
在
に
必
要
な
便
宜
を
与
え
ら

れ
る
。





１

品
種
登
録
の
番
号
及
び
年
月
日
、
登
録
品
種
の
属
す
る
農
林
水
産
植
物
の
種
類
、
登
録
品
種
の
名
称
、
育
成
者

権
の
存
続
期
間
、
品
種
登
録
を
受
け
る
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
又
は
居
所
並
び
に
出
願
公
表
の
年
月
日

品
種
登
録
の
番

号
及
び
年
月
日

登
録
品
種
の
属
す

る
農
林
水
産
植
物

の
種
類

登
録
品
種
の
名
称

育
成
者

権
の
存

続
期
間

品
種
登
録
を
受
け
る

者
の
氏
名
又
は
名
称

及
び
住
所
又
は
居
所
出
願
公
表

の
年
月
日

第
31467号
令
和
８
年
１
月

８
日

A
ctin
id
ia
L
in
d
l.

Y
a
n
o
o
n
7

30
C
h
a
n
g
sh
a
Y
a
n
o
‑

o
n
B
io
T
ech

C
o
.,

L
td
.

U
n
it
1108,

C
R

L
a
n
d
m
a
rk
O
ffice

B
u
ild
in
g
,

266
E
a
st
S
ix
th
R
o
a
d
,

X
in
g
sh
a
,
C
h
a
n
g
s‑

h
a
C
o
u
n
ty
,
H
u
n
‑

a
n
410100,C

h
in
a

令
和
３
年

６
月
29日

第
31468号
令
和
８
年
１
月

８
日

〃
さ
ぬ
き
エ
メ
ラ
ル
ド
〃

香
川
県

香
川
県
高
松
市
番
町

四
丁
目
１
番
10号

令
和
４
年

３
月
14日

第
31469号
令
和
８
年
１
月

８
日

〃
Y
N
R
T
1

〃
C
h
a
n
g
sh
a
Y
a
n
o
‑

o
n
B
io
T
ech

C
o
.,

L
td
.

U
n
it
1108,

C
R

L
a
n
d
m
a
rk
O
ffice

B
u
ild
in
g
,

266
E
a
st
S
ix
th
R
o
a
d
,

X
in
g
sh
a
,
C
h
a
n
g
s‑

h
a
C
o
u
n
ty
,
H
u
n
‑

a
n
410100,C

h
in
a

令
和
４
年

７
月
28日

第
31470号
令
和
８
年
１
月

８
日

A
u
ricu
la
ria

p
o
ly
trich

a
(M
o
n
t.)
S
a
cc.

森 も
り97号 ご

う

25
森
産
業
株
式
会
社

群
馬
県
桐
生
市
西
久

方
町
一
丁
目
２
番
23

号

令
和
６
年

12月
20日

第
31471号
令
和
８
年
１
月

８
日

B
ra
ssica

o
lera
cea
L
.v
a
r.

a
cep
h
a
la
D
C
.

桃 も
も子 こ

野 の

マ
ー
ブ
ル
2
〃

高
見
昌
伸

兵
庫
県
加
西
市
別
府

町
甲
998

２

令
和
３
年

３
月
４
日

第
31472号
令
和
８
年
１
月

８
日

C
h
ry
sa
n
th
em
u
m

L
.

常 ひ
た陸 ち

サ
ニ
ー
ハ
ニ
ー
〃

茨
城
県

茨
城
県
水
戸
市
笠
原

町
978番

６

令
和
６
年

12月
５
日

第
31473号
令
和
８
年
１
月

８
日

C
o
ix
la
cry
m
a -

jo
b
i
L
.v
a
r.

m
a -y
u
en
(R
o
m
.

C
a
ill.)
S
ta
p
f

つ
や
か
ぜ

〃
国
立
研
究
開
発
法
人

農
業
・
食
品
産
業
技

術
総
合
研
究
機
構

茨
城
県
つ
く
ば
市
観

音
台
三
丁
目
１
番
地

１

令
和
３
年

８
月
５
日

令和年月日 木曜日 第号官 報
７

ネ
パ
ー
ル
政
府
は
、
次
の
も
の
を
免
除
す
る
。

⒜

Ｊ
Ｉ
Ｃ
Ａ
に
つ
い
て
、
借
款
及
び
そ
れ
か
ら
生

ず
る
利
子
に
対
し
て
又
は
そ
れ
ら
に
関
連
し
て
ネ

パ
ー
ル
に
お
い
て
課
さ
れ
る
全
て
の
財
政
課
徴
金

及
び
租
税

⒝

供
給
者
、
請
負
業
者
又
は
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
と

し
て
活
動
す
る
日
本
国
の
会
社
に
つ
い
て
、
借
款

に
基
づ
い
て
行
わ
れ
る
生
産
物
又
は
役
務
の
供
給

か
ら
生
ず
る
所
得
に
関
し
て
ネ
パ
ー
ル
に
お
い
て

課
さ
れ
る
全
て
の
財
政
課
徴
金
及
び
租
税

⒞

供
給
者
、
請
負
業
者
又
は
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
と

し
て
活
動
す
る
日
本
国
の
会
社
に
つ
い
て
、
計
画

の
実
施
に
必
要
な
自
己
の
資
材
及
び
設
備
の
輸
入

及
び
再
輸
出
に
関
し
て
ネ
パ
ー
ル
に
お
い
て
課
さ

れ
る
全
て
の
関
税
及
び
関
連
の
財
政
賦
課
金

⒟

計
画
の
実
施
に
従
事
す
る
日
本
国
民
で
あ
る
被

用
者
に
つ
い
て
、
計
画
の
実
施
の
た
め
供
給
者
、

請
負
業
者
又
は
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
と
し
て
活
動
す

る
日
本
国
の
会
社
か
ら
取
得
す
る
個
人
所
得
に
対

し
て
ネ
パ
ー
ル
に
お
い
て
課
さ
れ
る
全
て
の
財
政

課
徴
金
及
び
租
税

ネ
パ
ー
ル
政
府
は
、
計
画
の
実
施
に
必
要
な
生
産

物
又
は
役
務
の
購
入
に
関
し
て
ネ
パ
ー
ル
に
お
い
て

課
さ
れ
る
全
て
の
付
加
価
値
税
を
負
担
す
る
。
前
記

の
付
加
価
値
税
が
日
本
国
の
会
社
に
対
し
て
課
さ
れ

る
場
合
に
は
、
ネ
パ
ー
ル
政
府
は
、
こ
れ
を
遅
滞
な

く
当
該
日
本
国
の
会
社
に
還
付
す
る
。

10

両
政
府
は
、
こ
の
了
解
か
ら
又
は
こ
の
了
解
に
関
連

し
て
生
ず
る
こ
と
の
あ
る
い
か
な
る
事
項
に
つ
い
て
も

相
互
に
協
議
す
る
。

本
使
は
、
更
に
、
こ
の
書
簡
及
び
ネ
パ
ー
ル
政
府
に
代

わ
っ
て
前
記
の
了
解
を
確
認
さ
れ
る
貴
官
の
返
簡
が
両
政

府
間
の
合
意
を
構
成
し
、
そ
の
合
意
が
貴
官
の
返
簡
の
日

付
の
日
に
効
力
を
生
ず
る
も
の
と
す
る
こ
と
を
提
案
す
る

光
栄
を
有
し
ま
す
。

本
使
は
、
以
上
を
申
し
進
め
る
に
際
し
、
こ
こ
に
重
ね

て
貴
官
に
向
か
っ
て
敬
意
を
表
し
ま
す
。

二
千
二
十
五
年
十
二
月
三
日
に
カ
ト
マ
ン
ズ
で

ネ
パ
ー
ル
駐
在

日
本
国
特
命
全
権
大
使

前
田
徹

ネ
パ
ー
ル
財
務
省
次
官

ガ
ン
シ
ャ
ム
・
ウ
パ
デ
ィ
ヤ
殿

（
ネ
パ
ー
ル
側
書
簡
）

（
訳
文
）

書
簡
を
も
っ
て
啓
上
い
た
し
ま
す
。
本
官
は
、
本
日
付

け
の
閣
下
の
次
の
書
簡
を
受
領
し
た
こ
と
を
確
認
す
る
光

栄
を
有
し
ま
す
。

（
日
本
側
書
簡
）

本
官
は
、
更
に
、
ネ
パ
ー
ル
政
府
に
代
わ
っ
て
前
記
の

了
解
を
確
認
す
る
と
と
も
に
、
閣
下
の
書
簡
及
び
こ
の
返

簡
が
両
政
府
間
の
合
意
を
構
成
し
、
そ
の
合
意
が
こ
の
返

簡
の
日
付
の
日
に
効
力
を
生
ず
る
も
の
と
す
る
こ
と
に
同

意
す
る
光
栄
を
有
し
ま
す
。

本
官
は
、
以
上
を
申
し
進
め
る
に
際
し
、
こ
こ
に
重
ね

て
閣
下
に
向
か
っ
て
敬
意
を
表
し
ま
す
。

二
千
二
十
五
年
十
二
月
三
日
に
カ
ト
マ
ン
ズ
で

ネ
パ
ー
ル
財
務
省
次
官

ガ
ン
シ
ャ
ム
・
ウ
パ
デ
ィ
ヤ

ネ
パ
ー
ル
駐
在

日
本
国
特
命
全
権
大
使

前
田
徹
閣
下

８

ネ
パ
ー
ル
政
府
は
、
次
の
こ
と
の
た
め
に
必
要
な
措

置
を
と
る
。

⒜

借
款
が
適
正
に
、
か
つ
、
専
ら
計
画
の
た
め
に
使

用
さ
れ
る
こ
と
及
び
軍
事
目
的
に
使
用
さ
れ
な
い
こ

と
を
確
保
す
る
こ
と
。

⒝

借
款
に
基
づ
く
施
設
の
建
設
及
び
当
該
施
設
の
使

用
に
当
た
り
、
計
画
の
実
施
に
従
事
す
る
者
及
び
ネ

パ
ー
ル
の
一
般
公
衆
の
安
全
を
確
保
し
、
及
び
維
持

す
る
こ
と
。

⒞

借
款
に
基
づ
い
て
建
設
さ
れ
る
施
設
が
こ
の
了
解

に
定
め
る
目
的
の
た
め
に
適
正
か
つ
効
果
的
に
維
持

さ
れ
、
及
び
使
用
さ
れ
る
こ
と
並
び
に
軍
事
目
的
に

使
用
さ
れ
ず
、
及
び
他
の
融
資
の
担
保
と
し
て
使
用

さ
れ
な
い
こ
と
を
確
保
す
る
こ
と
。

９

ネ
パ
ー
ル
政
府
は
、
次
の
こ
と
を
行
う
。

⒜

日
本
国
政
府
及
び
Ｊ
Ｉ
Ｃ
Ａ
に
対
し
、
計
画
に
基

づ
い
て
建
設
さ
れ
る
施
設
の
所
有
権
又
は
当
該
施
設

を
管
理
し
、
若
し
く
は
運
営
す
る
権
利
の
全
部
又
は

一
部
の
恒
久
的
又
は
一
時
的
な
譲
渡
に
関
す
る
情
報

を
十
分
な
余
裕
を
も
っ
て
提
供
す
る
こ
と
。

⒝

要
請
に
応
じ
、
日
本
国
政
府
及
び
Ｊ
Ｉ
Ｃ
Ａ
に
対

し
、
計
画
に
関
連
す
る
そ
の
他
の
情
報
（
計
画
の
実

施
の
進
捗
状
況
に
つ
い
て
の
情
報
及
び
資
料
を
含
む

が
、こ
れ
ら
に
限
定
さ
れ
な
い
。）を
提
供
す
る
こ
と
。

〇
農
林
水
産
省
告
示
第
十
六
号

種
苗
法
（
平
成
十
年
法
律
第
八
十
三
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
品
種
登
録
を
し
た
の
で
、
同
条
第
三

項
及
び
第
二
十
一
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

令
和
八
年
一
月
八
日

農
林
水
産
大
臣

鈴
木

憲
和





第31474号
令和８年１月
８日

Daucus carota L. SAKCRT001 〃 株式会社サカタの
タネ
神奈川県横浜市都
筑区仲町台二丁目
７番１号

令和３年
９月16日

第31475号
令和８年１月
８日

Lyophyllum
shimeji
(Kawamura)
Hongo

福
ふく

島
しま

Ｈ106号
ごう

〃 福島県
福島県福島市杉妻
町２番16号

平成28年
６月28日

第31476号
令和８年１月
８日

Lysimachia
congestiflora
Hemsl.

ミ ラ ク ル ネ イ
チャー

〃 遠渡雅之
愛知県半田市乙川
一色町34番地

令和３年
９月30日

第31477号
令和８年１月
８日

Nepeta L. Bokratune 〃 Boot & Co.
Boomkwekerijen
B.V.

Halve Raak 7,
2771AC Bosko‑
op, The Nether‑
lands

令和３年
１月21日

第31478号
令和８年１月
８日

Oryza sativa L. あおばまる 〃 地方独立行政法人
青森県産業技術セ
ンター
青森県黒石市田中
82番地９

令和４年
１月20日

第31479号
令和８年１月
８日

Pinus thunbergii
Parl.

のさか 30 大木造園種苗株式
会社
千葉県匝瑳市野手
1672番地

令和元年
８月30日

第31480号
令和８年１月
８日

Prunus L. 吉
きつ

兆
ちよう

〃 名古屋徹
神奈川県川崎市宮
前区馬絹1717

平成27年
10月30日

第31481号
令和８年１月
８日

Prunus persica
(L.) Batsch var.
nucipersica
(Suckow) C. K.
Schneid.

ネクタン カヨヒ
メ

〃 丹沢隆
山梨県山梨市中村
373

令和３年
９月16日

第31482号
令和８年１月
８日

Saccharum L. RK10-1007 25 沖縄県
沖縄県那覇市泉崎
１丁目２番２号

令和６年
４月22日

第31483号
令和８年１月
８日

〃 RK10-29 〃 〃 令和６年
10月24日

第31484号
令和８年１月
８日

Sarcomyxa
edulis (Y.C. Dai,
Niemela & G.F.
Qin) T. Saito,
Tonouchi & T.
Harada

群
ぐん

馬
ま

GPS-31号
ごう

〃 群馬県
群馬県前橋市大手
町一丁目１番１号

令和６年
８月28日

第31485号
令和８年１月
８日

Solanum
lycopersicum L.

SR87-17 〃 サナテックライフ
サイエンス株式会
社
東京都港区虎ノ門
三丁目７番10号ラ
ンディック虎ノ門
ビル
国立大学法人筑波
大学
茨城県つくば市天
王台一丁目１番１

令和４年
３月１日

第31486号
令和８年１月
８日

〃 LUVION 〃 Nunhems B.V.

Napoleonsweg
152, 6083 AB Nu‑
nhem, The Neth‑
erlands

令和４年
６月７日

第31487号
令和８年１月
８日

〃 TTM170 〃 タキイ種苗株式会
社
京都府京都市下京
区梅小路通猪熊東
入南夷町180番地

令和４年
３月30日

第31488号
令和８年１月
８日

〃 TTM174 〃 〃 令和４年
６月20日

第31489号
令和８年１月
８日

〃 TTM177 〃 〃 令和４年
７月26日

第31490号
令和８年１月
８日

〃 TTM178 〃 〃 〃

第31491号
令和８年１月
８日

〃 TTM179 〃 〃 〃

第31492号
令和８年１月
８日

〃 TTM180 〃 〃 〃

第31493号
令和８年１月
８日

〃 TEXTM221 〃 〃 〃

第31494号
令和８年１月
８日

〃 Blenny 〃 Rijk Zwaan Zaa‑
dteelt en Zaadha‑
ndel B.V.

Burgemeester
Crezeelaan 40,
2678KX De Lier,
The Netherlands

〃

令
和

年

月

日
木
曜
日

第




号

官
報





第31495号
令和８年１月
８日

〃 Chromis 〃 〃 〃

第31496号
令和８年１月
８日

〃 なつみのり 〃 長野県
長野県長野市大字
南 長 野 字 幅 下
692２

令和５年
８月22日

２ 品種登録の番号及び年月日、登録品種の属する農林水産植物の種類、登録品種の名称、品種登録
を受ける者の氏名又は名称及び住所又は居所、指定国並びに輸出する行為を制限する旨

品種登録の番
号及び年月日

登録品種の属す
る農林水産植物
の種類

登録品種の名称
品種登録を受ける
者の氏名又は名称
及び住所又は居所

指定国
輸出する
行為を制
限する旨

第31468号
令和８年１月
８日

Actinidia Lindl. さぬきエメラルド 香川県
香川県高松市番町
四丁目１番10号

なし 登録品種
につき品
種の育成
に関する
保護を認
めていな
い国以外
の 国 で
あって指
定国以外
の国に対
し種苗を
輸出する
行為及び
当該国に
対し最終
消費以外
の目的を
もって収
穫物を輸
出する行
為を制限
する。

第31470号
令和８年１月
８日

Auricularia
polytricha
(Mont.) Sacc.

森
もり

97号
ごう

森産業株式会社
群馬県桐生市西久
方町一丁目２番23
号

〃 〃

第31472号
令和８年１月
８日

Chrysanthemum
L.

常
ひた

陸
ち

サニーハニー 茨城県
茨城県水戸市笠原
町978番６

〃 〃

第31473号
令和８年１月
８日

Coix lacryma-
jobi L. var.
ma-yuen (Rom.
Caill.) Stapf

つやかぜ 国立研究開発法人
農業・食品産業技
術総合研究機構
茨城県つくば市観
音台三丁目１番地
１

〃 〃

第31474号
令和８年１月
８日

Daucus carota L. SAKCRT001 株式会社サカタの
タネ
神奈川県横浜市都
筑区仲町台二丁目
７番１号

〃 〃

第31475号
令和８年１月
８日

Lyophyllum
shimeji
(Kawamura)
Hongo

福
ふく

島
しま

Ｈ106号
ごう

福島県
福島県福島市杉妻
町２番16号

〃 〃

第31477号
令和８年１月
８日

Nepeta L. Bokratune Boot & Co.
Boomkwekerijen
B.V.

Halve Raak 7,
2771AC Bosko‑
op, The Nether‑
lands

〃 〃

第31478号
令和８年１月
８日

Oryza sativa L. あおばまる 地方独立行政法人
青森県産業技術セ
ンター
青森県黒石市田中
82番地９

〃 〃

第31484号
令和８年１月
８日

Sarcomyxa
edulis (Y.C. Dai,
Niemela & G.F.
Qin) T. Saito,
Tonouchi & T.
Harada

群
ぐん

馬
ま

GPS-31号
ごう

群馬県
群馬県前橋市大手
町一丁目１番１号

〃 〃

第31485号
令和８年１月
８日

Solanum
lycopersicum L.

SR87-17 サナテックライフ
サイエンス株式会
社
東京都港区虎ノ門
三丁目７番10号ラ
ンディック虎ノ門
ビル
国立大学法人筑波
大学
茨城県つくば市天
王台一丁目１番１

〃 〃

第31486号
令和８年１月
８日

〃 LUVION Nunhems B.V.

Napoleonsweg
152, 6083 AB Nu‑
nhem, The Neth‑
erlands

〃 〃

第31496号
令和８年１月
８日

〃 なつみのり 長野県
長野県長野市大字
南 長 野 字 幅 下
692２

〃 〃

令
和

年

月

日
木
曜
日

第




号

官
報

 登録品種の審査特性、その概要及び登録品種の育成をした者の氏名
登録品種ごとの登録品種の審査特性、その概要及び登録品種の育成をした者の氏名は次のとお
りである。
（「次のとおり」は、省略し、農林水産省輸出・国際局知的財産課において縦覧に供するととも
に、農林水産省のウェブサイトに公表する。）





３
品
種
登
録
の
番
号
及
び
年
月
日
、
登
録
品
種
の
属
す
る
農
林
水
産
植
物
の
種
類
、
登
録
品
種
の
名
称
、
品
種
登
録

を
受
け
る
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
又
は
居
所
、
指
定
地
域
並
び
に
生
産
す
る
行
為
を
制
限
す
る
旨

品
種
登
録
の
番

号
及
び
年
月
日

登
録
品
種
の
属
す

る
農
林
水
産
植
物

の
種
類

登
録
品
種
の
名
称

品
種
登
録
を
受
け
る

者
の
氏
名
又
は
名
称

及
び
住
所
又
は
居
所

指
定
地
域

生
産
す
る

行
為
を
制

限
す
る
旨

第
31468号
令
和
８
年
１
月

８
日

A
ctin
id
ia
L
in
d
l.

さ
ぬ
き
エ
メ
ラ
ル
ド
香
川
県

香
川
県
高
松
市
番
町

四
丁
目
１
番
10号

香
川
県
指
定
地
域

以
外
の
地

域
に
お
い

て
種
苗
を

用
い
る
こ

と
に
よ
り

得
ら
れ
る

収
穫
物
を

生
産
す
る

行
為
を
制

限
す
る
。

第
31472号
令
和
８
年
１
月

８
日

C
h
ry
sa
n
th
em
u
m

L
.

常 ひ
た陸 ち

サ
ニ
ー
ハ
ニ
ー
茨
城
県

茨
城
県
水
戸
市
笠
原

町
978番

６

茨
城
県
〃

第
31478号
令
和
８
年
１
月

８
日

O
ry
za
sa
tiv
a
L
.

あ
お
ば
ま
る

地
方
独
立
行
政
法
人

青
森
県
産
業
技
術
セ

ン
タ
ー

青
森
県
黒
石
市
田
中

82番
地
９

青
森
県
〃

第
31484号
令
和
８
年
１
月

８
日

S
a
rco
m
y
x
a

ed
u
lis
(Y
.C
.D
a
i,

N
iem
ela
&
G
.F
.

Q
in
)
T
.S
a
ito
,

T
o
n
o
u
ch
i
&
T
.

H
a
ra
d
a

群 ぐ
ん馬 ま

G
P
S -31号 ご

う

群
馬
県

群
馬
県
前
橋
市
大
手

町
一
丁
目
１
番
１
号

群
馬
県
〃

第
31496号
令
和
８
年
１
月

８
日

S
o
la
n
u
m

ly
co
p
ersicu

m
L
.
な
つ
み
の
り

長
野
県

長
野
県
長
野
市
大
字

南
長
野
字
幅
下

692
２

長
野
県
〃

特
別
評
価
方
法
認
定
を
し
た
方
法
の
名
称
等
は
、
次
の
表
の
と
お
り
と
す
る
。

認
定
番
号

特
別
評
価
方
法
認
定

を
し
た
方
法
の
名
称

性
能
表
示
事
項
特
別
評
価
方
法

認
定
の
申
請
者

申
請
者
の
住
所

認
定

年
月
日

1736
発
泡
プ
ラ
ス
テ
ィ
ッ
ク
系
床

下
地
構
造
材
を
用
い
た
床
仕

上
げ
構
造
に
応
じ
て
評
価
す

る
方
法

８

１
重
量

床
衝
撃
音
対
策
株
式
会
社
積

水
化
成
品
西
部
福
岡
県
福
岡
市
中
央

区
天
神
４
丁
目
１
番

１
号
第
７
明
星
ビ

ル
６
階

令
和
７
年

12月
15日

特
別
評
価
方
法
認
定
を
し
た
方
法
の
名
称
等
は
、
次
の
表
の
と
お
り
と
す
る
。

認
定
番
号

特
別
評
価
方
法
認
定

を
し
た
方
法
の
名
称

性
能
表
示
事
項
特
別
評
価
方
法

認
定
の
申
請
者

申
請
者
の
住
所

認
定

年
月
日

1737
防
蟻
床
工
法
に
応
じ
て
評
価

す
る
方
法

３

１
劣
化

対
策
等
級

ミ
サ
ワ
ホ
ー
ム

株
式
会
社

東
京
都
新
宿
区
西
新

宿
二
丁
目
４
番
１
号
令
和
７
年

12月
15日

令和年月日 木曜日 第号官 報
〇
農
林
水
産
省
告
示
第
十
七
号

畜
産
経
営
の
安
定
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
六
年
法
律
第
百
八
十
三
号
）
第
五
条
第
四
項
、
第
八
条
第
一
項
及
び

第
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
令
和
八
年
度
に
交
付
す
る
加
工
原
料
乳
に
つ
い
て
の
生
産
者
補
給
交
付
金
等
に

係
る
総
交
付
対
象
数
量
並
び
に
生
産
者
補
給
金
の
単
価
及
び
集
送
乳
調
整
金
の
単
価
を
次
の
よ
う
に
定
め
た
の
で
、
同

法
第
六
条
第
四
項
（
同
法
第
八
条
第
三
項
及
び
第
十
五
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）の
規
定
に
基
づ

き
、
告
示
す
る
。

令
和
八
年
一
月
八
日

農
林
水
産
大
臣

鈴
木

憲
和

一

総
交
付
対
象
数
量

三
、
二
五
〇
千
ト
ン

二

生
産
者
補
給
金
の
単
価

単

位

単

価

一
キ
ロ
グ
ラ
ム

九
・
一
一
円

三

集
送
乳
調
整
金
の
単
価

単

位

単

価

一
キ
ロ
グ
ラ
ム

二
・
八
三
円

〇
農
林
水
産
省
告
示
第
十
八
号

肉
用
子
牛
生
産
安
定
等
特
別
措
置
法
（
昭
和
六
十
三
年
法
律
第
九
十
八
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
令

和
八
年
度
の
肉
用
子
牛
の
保
証
基
準
価
格
を
次
の
よ
う
に
定
め
た
の
で
、
同
条
第
八
項
の
規
定
に
基
づ
き
、告
示
す
る
。

令
和
八
年
一
月
八
日

農
林
水
産
大
臣

鈴
木

憲
和

肉
用
子
牛
の
保
証
基
準
価
格
は
、
次
に
掲
げ
る
額
（
消
費
税
額
分
を
含
む
。）と
す
る
。

品

種

保
証
基
準
価
格

黒
毛
和
種

一
頭
に
つ
き
、
六
〇
〇
、
〇
〇
〇
円

褐
毛
和
種

一
頭
に
つ
き
、
五
四
七
、
〇
〇
〇
円

黒
毛
和
種
及
び
褐
毛
和
種
以
外
の
肉
専
用
種
の
品
種

一
頭
に
つ
き
、
三
四
八
、
〇
〇
〇
円

乳
用
種
の
品
種

一
頭
に
つ
き
、
一
七
四
、
〇
〇
〇
円

肉
専
用
種
と
乳
用
種
の
交
雑
の
品
種

一
頭
に
つ
き
、
二
七
四
、
〇
〇
〇
円

〇
農
林
水
産
省
告
示
第
十
九
号

肉
用
子
牛
生
産
安
定
等
特
別
措
置
法
（
昭
和
六
十
三
年
法
律
第
九
十
八
号
）
第
五
条
第
二
項
及
び
肉
用
子
牛
生
産
安

定
等
特
別
措
置
法
施
行
令
（
昭
和
六
十
三
年
政
令
第
三
百
四
十
七
号
）
第
二
条
た
だ
し
書
の
規
定
に
基
づ
き
、
肉
用
子

牛
の
合
理
化
目
標
価
格
及
び
そ
の
合
理
化
目
標
価
格
の
決
定
の
単
位
と
な
る
期
間
を
次
の
よ
う
に
定
め
た
の
で
、
同
法

第
五
条
第
八
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
告
示
す
る
。

令
和
八
年
一
月
八
日

農
林
水
産
大
臣

鈴
木

憲
和

一

肉
用
子
牛
の
合
理
化
目
標
価
格
は
、
次
に
掲
げ
る
額
（
消
費
税
額
分
を
含
む
。）と
す
る
。

品

種

合
理
化
目
標
価
格

黒
毛
和
種

一
頭
に
つ
き
、
四
五
七
、
〇
〇
〇
円

褐
毛
和
種

一
頭
に
つ
き
、
四
一
七
、
〇
〇
〇
円

黒
毛
和
種
及
び
褐
毛
和
種
以
外
の
肉
専
用
種
の
品
種

一
頭
に
つ
き
、
二
六
五
、
〇
〇
〇
円

乳
用
種
の
品
種

一
頭
に
つ
き
、
一
一
九
、
〇
〇
〇
円

肉
専
用
種
と
乳
用
種
の
交
雑
の
品
種

一
頭
に
つ
き
、
二
一
六
、
〇
〇
〇
円

二

一
の
合
理
化
目
標
価
格
に
つ
い
て
の
肉
用
子
牛
生
産
安
定
等
特
別
措
置
法
施
行
令
第
二
条
た
だ
し
書
の
農
林
水
産

大
臣
が
別
に
定
め
る
期
間
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
と
す
る
。

〇
国
土
交
通
省
告
示
第
六
号

住
宅
の
品
質
確
保
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
八
十
一
号
）
第
五
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
特
別
評
価
方
法
認
定
を
し
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
八
年
一
月
八
日

国
土
交
通
大
臣

金
子

恭
之

〇
国
土
交
通
省
告
示
第
七
号

住
宅
の
品
質
確
保
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
八
十
一
号
）
第
五
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
特
別
評
価
方
法
認
定
を
し
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
八
年
一
月
八
日

国
土
交
通
大
臣

金
子

恭
之





道
路
の
区
域

区

間

変
更
前

後
別

敷
地
の
幅
員

延

長

備

考

メ
ー
ト
ル

キ
ロ
メ
ー
ト
ル

東
広
島
市
八
本
松
西
三
丁
目
一
九
四

五
番
一
か
ら
廿
日
市
市
串
戸
五
丁
目

三
九
七
番
二
ま
で

前

Ａ

二
二
〇
〇
〜
一
九
〇
〇
〇
二
四
七
二
九

上
記
Ａ
・
Ｂ
及
び
Ｃ

は
、
関
係
図
面
に
表

示
す
る
敷
地
の
区
分

を
い
う
。

Ｂ

六
八
九
〜
二
二
五
〇
〇
一
八
七
三
四

Ｃ

一
〇
〇
〇
〜
一
二
〇
〇
〇

五
四
〇
二

後

Ａ

二
二
〇
〇
〜
一
九
〇
〇
〇
二
四
七
二
九

Ｂ

〇
〇
一
〜
二
二
五
〇
〇
一
九
四
二
三

Ｃ

一
〇
〇
〇
〜
一
二
〇
〇
〇

五
四
〇
二

図
面
縦
覧
場
所

中
国
地
方
整
備
局
及
び
同
局
広
島
国
道
事
務
所

道
路
の
区
域

区

間

変
更
前

後
別

敷
地
の
幅
員

延

長

備

考

メ
ー
ト
ル

キ
ロ
メ
ー
ト
ル

雲
仙
市
小
浜
町
北
野
字
石
合
原
九
八

三
番
三
か
ら
同
市
千
々
石
町
庚
字
北

打
越
九
三
番
一
ま
で

前

Ａ

六
・
〇
三
〜
一
六
・
五
六

四
・
七
〇
〇

上
記
Ａ
・
Ｂ
は
関
係

図
面
に
表
示
す
る
敷

地
の
区
分
を
い
う
。

後

ＡＢ

六
・
〇
三
〜
一
六
・
五
六

一
五
・
四
七
〜
七
〇
・
〇
四

四
・
七
〇
〇

三
・
四
〇
〇

図
面
縦
覧
場
所

九
州
地
方
整
備
局
及
び
同
局
長
崎
河
川
国
道
事
務
所

人
事
異
動

皇
室
事
項

令和年月日 木曜日 第号官 報
〇
中
国
地
方
整
備
局
告
示
第
一
号

次
の
よ
う
に
道
路
の
区
域
を
変
更
し
た
の
で
、
道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の

規
定
に
基
づ
き
、
告
示
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
八
年
一
月
八
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
八
年
一
月
八
日

中
国
地
方
整
備
局
長

杉
中

洋
一

道
路
の
種
類

一
般
国
道

路

線

名

二
号

〇
九
州
地
方
整
備
局
告
示
第
二
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
都
市
計
画
事
業
の
事
業
計
画

の
変
更
を
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
六
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、

次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
八
年
一
月
八
日

九
州
地
方
整
備
局
長

垣
下

禎
裕

一

施
行
者
の
名
称

福
岡
県

二

都
市
計
画
事
業
の
種
類
及
び
名
称

京
築
広
域
都
市
計
画
道
路
事
業
三
・
三
・
五
十
一

二
号
行
橋
停
車
場
線

（
名
称
変
更
前
の
平
成
二
十
七
年
九
州
地
方
整
備
局
告
示
第
百
十
四
号
行
橋
都
市
計
画
道
路
事
業
三
・
三
・
二
号
行

橋
停
車
場
線
）

三

事
業
施
行
期
間

自
平
成
二
十
七
年
八
月
二
十
五
日
至
令
和
九
年
三
月
三
十
一
日

四

事
業
地

収
用
の
部
分

変
更
な
し

使
用
の
部
分

変
更
な
し

〇
九
州
地
方
整
備
局
告
示
第
三
号

次
の
よ
う
に
道
路
の
区
域
を
変
更
し
た
の
で
、
道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の

規
定
に
基
づ
き
、
告
示
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
八
年
一
月
八
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
八
年
一
月
八
日

九
州
地
方
整
備
局
長

垣
下

禎
裕

道
路
の
種
類

一
般
国
道

路

線

名

五
十
七
号
及
び
二
百
五
十
一
号

内

閣

府

春
日

文
子

食
品
安
全
委
員
会
委
員
に
任
命
す
る
（
一
月
七
日
）

警

察

庁

（
警
察
庁
長
官
官
房
審
議
官
（
刑
事

局
・
犯
罪
収
益
対
策
担
当
）
兼
生

活
安
全
局
付
）
警
視
監

松
田

哲
也

警
察
庁
刑
事
局
捜
査
第
二
課
長
事
務
取
扱
を
命
ず
る
（
七

年
十
二
月
十
九
日
）

（
相
模
原
区
検
察
庁
副
検
事
）
副
検

事

伊
藤

充
男

横
浜
区
検
察
庁
副
検
事
に
配
置
換
す
る

（
水
戸
区
検
察
庁
副
検
事
）
同

藤
枝
小
百
合

土
浦
区
検
察
庁
副
検
事
に
配
置
換
す
る

太
田

秀
哉

川
出

敏
裕

神
作

裕
之

高
橋

美
保

富
所

浩
介

判
事
兼
簡
易
裁
判
所
判
事

細
田

啓
介

司
法
試
験
委
員
会
委
員
に
任
命
す
る
（
各
通
）

検
事

佐
久
間
佳
枝

司
法
試
験
委
員
会
委
員
に
併
任
す
る
（
以
上
一
月
一
日
）

（
東
京
地
方
検
察
庁
検
事
兼
法
務
省

刑
事
局
付
）
検
事
兼
法
務
事
務
官

金
津

尚
志

外
務
省
に
出
向
さ
せ
る

法
務
事
務
官
（
法
務
省
刑
事
局
付
）
の
併
任
を
解
除
す
る

（
一
月
六
日
）

御
答
信

天
皇
陛
下
か
ら
令
和
七
年
八
月
二
十
六
日
モ
ル
ド
バ
大

統
領
閣
下
へ
発
せ
ら
れ
た
御
祝
電
に
対
し
、
同
年
十
二
月

八
日
御
答
信
が
あ
っ
た
。

御
答
電

天
皇
陛
下
か
ら
令
和
七
年
十
月
二
十
八
日
ト
ル
コ
大
統

領
閣
下
へ
発
せ
ら
れ
た
御
祝
電
に
対
し
、
同
年
十
二
月
九

日
御
答
電
が
あ
っ
た
。

和
田

雅
樹

検
察
官
・
公
証
人
特
別
任
用
等
審
査
会
委
員
に
任
命
す
る

検
察
官
特
別
任
用
分
科
会
に
所
属
さ
せ
る

公
証
人
分
科
会
に
所
属
さ
せ
る

小
川

恵
司

北
川
佳
世
子

橋
爪

隆

検
察
官
・
公
証
人
特
別
任
用
等
審
査
会
委
員
に
任
命
す
る

検
察
官
特
別
任
用
分
科
会
に
所
属
さ
せ
る
（
各
通
）

秋
山

仁
美

兼
川

真
紀

竹
内

淳

萩
原

秀
紀

長
谷
部
由
起
子

丸
山
絵
美
子

検
察
官
・
公
証
人
特
別
任
用
等
審
査
会
委
員
に
任
命
す
る

公
証
人
分
科
会
に
所
属
さ
せ
る
（
各
通
）

法

務

省

（
東
京
高
等
検
察
庁
検
事
）
検
事

鏑
木

伸
生

（
東
京
地
方
検
察
庁
立
川
支
部
検
事
）

同

尾
崎

友
哉

（
千
葉
地
方
検
察
庁
検
事
）
同

風
間

康
宏

（
長
岡
区
検
察
庁
副
検
事
）
副
検
事

田
澤

尚
也

辞
職
を
承
認
す
る（
各
通
）（
以
上
七
年
十
二
月
三
十
一
日
）

（
東
京
地
方
検
察
庁
検
事
兼
法
務
省

民
事
局
付
）
検
事
兼
法
務
事
務
官

折
原

和
寛

法
務
事
務
官
（
法
務
省
民
事
局
付
）
の
併
任
を
解
除
す
る

（
大
阪
地
方
検
察
庁
検
事
兼
大
阪
法

務
局
訟
務
部
付
）
同

藤
澤
さ
く
ら

法
務
事
務
官
（
大
阪
法
務
局
訟
務
部
付
）
の
併
任
を
解
除

す
る

（
横
浜
地
方
裁
判
所
判
事
兼
横
浜
簡

易
裁
判
所
判
事
）
判
事
兼
簡
易
裁

判
所
判
事

甲
元

雅
之

検
事
一
級
（
東
京
地
方
検
察
庁
検
事
）
に
任
命
す
る

法
務
省
大
臣
官
房
司
法
法
制
部
参
事
官
に
充
て
る
（
一
月

五
日
）





官

庁

報

告

公

告

証
票

無
効

証
票
名

証
票
番
号

交
付
年
月
日

亡
失
年
月
日

亡
失
者
所
属
官
職
及

び
氏
名

労
働
基
準
監
督
官
証

票
第
104074号

令
和
４
年
４
月
１
日
令
和
７
年
11月
12日

群
馬
労
働
局

太
田
労
働
基
準
監
督

署労
働
基
準
監
督
官

谷
村
僚
之

上
記
の
と
お
り
証
票
を
亡
失
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
事
故
発
生
の
日
以
降
無
効
と
す
る
。

令
和
８
年
１
月
８
日

厚
生
労
働
省

令和年月日 木曜日 第号官 報

官

庁

事

項

北
海
道
開
発
局
公
示

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
三
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
道
路
の
占
用
を
制
限
す
る

区
域
を
指
定
す
る
こ
と
と
し
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
八
年
一
月
八
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
八
年
一
月
八
日

北
海
道
開
発
局
長

遠
藤

達
哉

道

路

の

種

類

一
般
国
道

路

線

名

二
百
七
十
六
号

占
用
を
制
限
す
る
区
域

区

域

備

考

伊
達
市
大
滝
区
清
陵
町
一
二
一
番
一
地
内

制
限
の
対
象
と
す
る
占
用
物
件

新
た
に
地
上
に
設
け
る
電
柱
（
占
用
の
制
限
の
開
始
の
期
日
よ
り
前
に
占
用
を

認
め
ら
れ
た
電
柱
の
更
新
又
は
移
設
に
よ
る
も
の
を
除
く
。）

た
だ
し
、
電
柱
を
地
上
に
設
け
る
や
む
を
得
な
い
事
情
が
あ
り
、
当
該
道
路
の

敷
地
外
に
直
ち
に
用
地
を
確
保
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
認
め
ら
れ
る
場
合

は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

占
用
を
制
限
す
る
理
由

緊
急
輸
送
道
路
の
占
用
を
制
限
す
る
こ
と
に
よ
り
、
災
害
が
発
生
し
た
場
合
に

お
け
る
被
害
の
拡
大
を
防
止
す
る
た
め
。

占
用
の
制
限
の
開
始
の
期
日

令
和
八
年
一
月
八
日

図

面

縦

覧

場

所

北
海
道
開
発
局
及
び
同
局
室
蘭
開
発
建
設
部

島
根
県
出
雲
市
西
郷
町
字
小
池
718番

地
ヒ
ラ
タ
精
機
株
式
会
社
の
工
場
財
団
に
島
根
県
出
雲
市
西
郷
町
字
小
池
718

番
地
ヒ
ラ
タ
精
機
株
式
会
社
の
機
械
器
具
等
を
追
加
す
る
変
更
登
記
申
請
に
係
る
動
産
に
つ
き
権
利
を
有
す
る
者
、
差

押
、
仮
差
押
又
は
仮
処
分
債
権
者
は
、
本
日
か
ら
32日
以
内
に
権
利
を
申
し
出
て
下
さ
い
。

令
和
８
年
１
月
８
日

松
江
地
方
法
務
局
出
雲
支
局

工
場

財
団

諸

事

項

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
三
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
道
路
の
占
用
を
制
限
す
る

区
域
を
指
定
す
る
こ
と
と
し
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
八
年
一
月
八
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
八
年
一
月
八
日

北
海
道
開
発
局
長

遠
藤

達
哉

道

路

の

種

類

一
般
国
道

路

線

名

二
百
三
十
五
号
及
び
二
百
三
十
七
号

占
用
を
制
限
す
る
区
域

区

域

備

考

北
海
道
新
冠
郡
新
冠
町
字
高
江
八
〇
番
五
か
ら
同
町
字
高
江
八
〇
番
一
ま
で

制
限
の
対
象
と
す
る
占
用
物
件

新
た
に
地
上
に
設
け
る
電
柱
（
占
用
の
制
限
の
開
始
の
期
日
よ
り
前
に
占
用
を

認
め
ら
れ
た
電
柱
の
更
新
又
は
移
設
に
よ
る
も
の
を
除
く
。）

た
だ
し
、
電
柱
を
地
上
に
設
け
る
や
む
を
得
な
い
事
情
が
あ
り
、
当
該
道
路
の

敷
地
外
に
直
ち
に
用
地
を
確
保
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
認
め
ら
れ
る
場
合

は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

占
用
を
制
限
す
る
理
由

緊
急
輸
送
道
路
の
占
用
を
制
限
す
る
こ
と
に
よ
り
、
災
害
が
発
生
し
た
場
合
に

お
け
る
被
害
の
拡
大
を
防
止
す
る
た
め
。

占
用
の
制
限
の
開
始
の
期
日

令
和
八
年
一
月
八
日

図

面

縦

覧

場

所

北
海
道
開
発
局
及
び
同
局
室
蘭
開
発
建
設
部

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
三
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
道
路
の
占
用
を
制
限
す
る

区
域
を
指
定
す
る
こ
と
と
し
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
八
年
一
月
八
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
八
年
一
月
八
日

北
海
道
開
発
局
長

遠
藤

達
哉

道

路

の

種

類

一
般
国
道

路

線

名

二
百
三
十
六
号

占
用
を
制
限
す
る
区
域

区

域

備

考

北
海
道
浦
河
郡
浦
河
町
字
上
杵
臼
四
五
一
番
一
地
内

北
海
道
浦
河
郡
浦
河
町
字
上
杵
臼
四
五
一
番
一
地
内

北
海
道
浦
河
郡
浦
河
町
字
上
杵
臼
四
五
一
番
一
地
内

北
海
道
浦
河
郡
浦
河
町
字
上
杵
臼
四
五
一
番
一
地
内

北
海
道
浦
河
郡
浦
河
町
字
上
杵
臼
四
五
一
番
一
地
内

制
限
の
対
象
と
す
る
占
用
物
件

新
た
に
地
上
に
設
け
る
電
柱
（
占
用
の
制
限
の
開
始
の
期
日
よ
り
前
に
占
用
を

認
め
ら
れ
た
電
柱
の
更
新
又
は
移
設
に
よ
る
も
の
を
除
く
。）

た
だ
し
、
電
柱
を
地
上
に
設
け
る
や
む
を
得
な
い
事
情
が
あ
り
、
当
該
道
路
の

敷
地
外
に
直
ち
に
用
地
を
確
保
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
認
め
ら
れ
る
場
合

は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

占
用
を
制
限
す
る
理
由

緊
急
輸
送
道
路
の
占
用
を
制
限
す
る
こ
と
に
よ
り
、
災
害
が
発
生
し
た
場
合
に

お
け
る
被
害
の
拡
大
を
防
止
す
る
た
め
。

占
用
の
制
限
の
開
始
の
期
日

令
和
八
年
一
月
八
日

図

面

縦

覧

場

所

北
海
道
開
発
局
及
び
同
局
室
蘭
開
発
建
設
部





令
和

年

月

日
木
曜
日

第




号

官
報

建設業の許可の取消処分の公告

建設業法（昭和24年法律第100号）第29条第１
項の規定による処分をしたので、同法第29条の５
第１項の規定に基づき、次のとおり公告する。
令和８年１月８日

近畿地方整備局長 齋藤 博之
１ 処分をした年月日 令和７年11月５日
２ 被処分者の商号、代表者の氏名、主たる営業
所の所在地及び許可番号 ダイハツインフィニ
アース株式会社 堀田 佳伸 大阪府大阪市北
区大淀中１１30 国土交通大臣許可（特
２）第5832号
３ 処分の内容 建設業法第29条第１項に基づく
許可の取消し（建築工事業に関する特定建設業
の許可）
４ 処分の原因となった事実 令和７年11月５日
付けで建設業法第12条（第17条において準用す
る場合を含む。）の規定による一部の業種に係る
廃業の届出があり、このことが同法第29条第１
項第５号に該当する。

建設業法（昭和24年法律第100号）第29条第１
項の規定による処分をしたので、同法第29条の５
第１項の規定に基づき、次のとおり公告する。
令和８年１月８日

近畿地方整備局長 齋藤 博之
１ 処分をした年月日 令和７年11月10日
２ 被処分者の商号、代表者の氏名、主たる営業
所の所在地及び許可番号 株式会社ユニオン
立野 純三 大阪府大阪市西区南堀江２13
22 国土交通大臣許可（般特３）第11049号
３ 処分の内容 建設業法第29条第１項に基づく
許可の取消し（鋼構造物工事業、建築工事業、
大工工事業、屋根工事業、タイル・れんが・ブ
ロツク工事業、内装仕上工事業に関する一般・
特定建設業の許可）
４ 処分の原因となった事実 令和７年11月10日
付けで建設業法第12条（第17条において準用す
る場合を含む。）の規定による一部の業種に係る
廃業の届出があり、このことが同法第29条第１
項第５号に該当する。

建設業法（昭和24年法律第100号）第29条第１
項の規定による処分をしたので、同法第29条の５
第１項の規定に基づき、次のとおり公告する。
令和８年１月８日

近畿地方整備局長 齋藤 博之
１ 処分をした年月日 令和７年11月21日
２ 被処分者の商号、代表者の氏名、主たる営業
所の所在地及び許可番号 リック株式会社 村
山としき 大阪府吹田市垂水町３30５ 国
土交通大臣許可（般７）第4648号
３ 処分の内容 建設業法第29条第１項に基づく
許可の取消し（建築工事業、電気工事業、管工
事業に関する一般建設業の許可）
４ 処分の原因となった事実 令和７年11月21日
付けで建設業法第12条（第17条において準用す
る場合を含む。）の規定による一部の業種に係る
廃業の届出があり、このことが同法第29条第１
項第５号に該当する。

建設業法（昭和24年法律第100号）第29条第１
項の規定による処分をしたので、同法第29条の５
第１項の規定に基づき、次のとおり公告する。
令和８年１月８日

近畿地方整備局長 齋藤 博之
１ 処分をした年月日 令和７年11月27日
２ 被処分者の商号、代表者の氏名、主たる営業
所の所在地及び許可番号 パナソニックリビン
グ近畿株式会社 梁井 俊平 大阪府大阪市此
花区島屋６２82 国土交通大臣許可（般
特７）第21433号
３ 処分の内容 建設業法第29条第１項に基づく
許可の取消し（建築工事業に関する特定建設業
の許可）
４ 処分の原因となった事実 令和７年11月27日
付けで建設業法第12条（第17条において準用す
る場合を含む。）の規定による一部の業種に係る
廃業の届出があり、このことが同法第29条第１
項第５号に該当する。

建設業法（昭和24年法律第100号）第29条第１
項の規定による処分をしたので、同法第29条の５
第１項の規定に基づき、次のとおり公告する。
令和８年１月８日

近畿地方整備局長 齋藤 博之

１ 処分をした年月日 令和７年12月１日
２ 被処分者の商号、代表者の氏名、主たる営業
所の所在地及び許可番号 株式会社遠望建設
杜 鵾 京都府京都市南区上鳥羽北塔ノ本
町26 国土交通大臣許可（般特７）第29693
号
３ 処分の内容 建設業法第29条第１項に基づく
許可の取消し（解体工事業に関する一般建設業
の許可）
４ 処分の原因となった事実 令和７年12月１日
付けで建設業法第12条（第17条において準用す
る場合を含む。）の規定による一部の業種に係る
廃業の届出があり、このことが同法第29条第１
項第５号に該当する。

相続財産清算人の選任及び相
続権主張の催告






令
和

年

月

日
木
曜
日

第




号

官
報






令
和

年

月

日
木
曜
日

第




号

官
報






令
和

年

月

日
木
曜
日

第




号

官
報






令
和

年

月

日
木
曜
日

第




号

官
報






令
和

年

月

日
木
曜
日

第




号

官
報

失 踪 宣 告

失踪に関する届出の催告

相続権主張の催告

公 示 催 告






令
和

年

月

日
木
曜
日

第




号

官
報

除 権 決 定

破産手続開始






令
和

年

月

日
木
曜
日

第




号

官
報

破産手続開始及び免責許可申
立てに関する意見申述期間






令
和

年

月

日
木
曜
日

第




号

官
報






令
和

年

月

日
木
曜
日

第




号

官
報

破産手続開始・破産手続廃止
及び免責許可申立てに関する
意見申述期間






令
和

年

月

日
木
曜
日

第




号

官
報






令
和

年

月

日
木
曜
日

第




号

官
報






令
和

年

月

日
木
曜
日

第




号

官
報

破産手続終結






令
和

年

月

日
木
曜
日

第




号

官
報

破産債権の届出期間及び一般
調査期日






令
和

年

月

日
木
曜
日

第




号

官
報

債権者集会招集

書面による計算報告

特別清算終結
令和７年（ヒ）第７号
北海道帯広市西４条南１丁目18番地１
清算株式会社 見浦電材株式会社
代表清算人 岩田 圭只
１ 決定年月日 令和７年12月19日
２ 主文 本件特別清算手続を終結する。

釧路地方裁判所帯広支部
令和７年（ヒ）第２０２９号
東京都新宿区西新宿３丁目３番13号西新宿水
間ビル２Ｆ
清算株式会社 株式会社リージョナルライト
１ 決定年月日 令和７年12月19日
２ 主文 本件特別清算手続を終結する。

東京地方裁判所民事第20部

特別清算協定認可
令和７年（ヒ）第１０２号
鹿児島市中央町18番地１
清算株式会社 株式会社南国リゾート
代表清算人 福寿 健
１ 決定年月日 令和７年12月18日
２ 主文 次の協定を認可する。

協定
１ 清算会社は、各協定債権者に対し、本協定
の認可決定確定後速やかに、清算会社資産の
換価代金から必要な費用を控除した残額を、
各協定債権元本額に応じて按分して弁済す
る。
２ 各協定債権者は、前項の規定による弁済を
受けたときは、その協定債権額から弁済額を
控除した残額につき、清算会社に対し、その
債務を免除する。
３ 第１項の弁済の後、清算会社に新たな財産
が発見されたときは、清算会社は、これを速
やかに換価し、各協定債権者に対し、換価代
金から必要な費用を控除した残額を各協定債
権元本額の割合に応じて弁済する。この場合
においては、各協定債権者が前項の規定によ
り行った残債務の免除は、新たにされた弁済
の限度で効力を失うものとする。ただし、振
込手数料は清算会社の負担とする。
４ 公租公課、特別清算手続に必要な費用等は、
随時これを支払う。

鹿児島地方裁判所民事第３部

再生計画認可

小規模個人再生による再生手
続開始






令
和

年

月

日
木
曜
日

第




号

官
報






令
和

年

月

日
木
曜
日

第




号

官
報






令
和

年

月

日
木
曜
日

第




号

官
報

小規模個人再生による書面決
議に付する決定






令
和

年

月

日
木
曜
日

第




号

官
報






令
和

年

月

日
木
曜
日

第




号

官
報






令
和

年

月

日
木
曜
日

第




号

官
報

小規模個人再生による再生手
続廃止

給与所得者等再生による再生
手続開始






令
和

年

月

日
木
曜
日

第




号

官
報

給与所得者等再生による再生
計画認可

所在等不明共有者の持分の取
得の裁判に関する異議の催告

所有者不明土地及び建物管理
命令に関する異議の催告






正

誤

ペ
ー
ジ
段

行

誤

正

（
原
稿
誤
り
）終り

か
ら

一
四
下

二別
紙
様
式
第
１
号
別
紙
第
１
号
書
式

一
五
上

七別
紙
様
式
第
２
号
別
紙
第
２
号
書
式

〃

〃

一
〇１

～
３

１
・
２

〃

〃

一
一４

３

〃

〃

一
五別

紙
様
式
第
３
号
別
紙
第
３
号
書
式

〃

〃

二
三別

紙
様
式
第
４
号
別
紙
第
４
号
書
式

〃

〃

三
一別

紙
様
式
第
５
号
別
紙
第
５
号
書
式

（
原
稿
誤
り
）

四
四
一
〜
二
「
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び

樹
種
」
を
削
除
す
る
。

令和年月日 木曜日 第号官 報
所
有
者
不
明
土
地
管
理
命
令
に
関

す
る
異
議
の
催
告

会
社
そ
の
他
の
公
告

新
設
分
割
公
告

当
社
は
、
新
設
分
割
に
よ
り
新
設
す
る
株
式
会
社
Ｎ
Ｃ

Ｃ
（
住
所
京
都
市
南
区
吉
祥
院
西
ノ
庄
西
中
町
一
番
地
）

に
対
し
て
当
社
の
ゴ
ル
フ
場
（
那
谷
寺
カ
ン
ト
リ
ー
倶
楽

部
）
の
運
営
事
業
に
関
す
る
権
利
義
務
の
一
部
を
承
継
さ

せ
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
の
で
公
告
し
ま
す
。

こ
の
会
社
分
割
に
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

掲
載
紙

日
刊
工
業
新
聞

掲
載
の
日
付

令
和
七
年
十
二
月
九
日

掲
載
頁

十
一
頁

令
和
八
年
一
月
八
日

京
都
市
南
区
吉
祥
院
西
ノ
庄
西
中
町
一
番
地

株
式
会
社
明
輝
建
設

代
表
取
締
役

山
下

潤

組
織
変
更
公
告

当
社
は
、
株
式
会
社
に
組
織
変
更
す
る
こ
と
に
い
た
し

ま
し
た
。

こ
の
組
織
変
更
に
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

令
和
八
年
一
月
八
日

千
葉
市
美
浜
区
若
葉
三
丁
目
一
番
地
一
九

二
八

〇
七
号

合
同
会
社
Ａ
ｓ
ｐ
ｉ
ｒ
ａ
ｃ
ｉ
ｏ
ｎ

代
表
社
員

武
田

直
樹

組
織
変
更
公
告

当
社
は
、
株
式
会
社
に
組
織
変
更
す
る
こ
と
に
い
た
し

ま
し
た
。

効
力
発
生
日
は
令
和
八
年
二
月
二
十
一
日
で
あ
り
、
組

織
変
更
後
の
商
号
は
株
式
会
社
Ｙ
ｕ
ｒ
ａ
と
し
ま
す
。

こ
の
組
織
変
更
に
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

令
和
八
年
一
月
八
日

香
川
県
高
松
市
由
良
町
四
四
七
番
地
一
三

合
同
会
社
Ｙ
ｕ
ｒ
ａ

代
表
社
員

石
川

駿

資
本
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
資
本
金
の
額
を
四
十
万
円
減
少
し
六
十
万
円

と
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

効
力
発
生
日
は
令
和
八
年
一
月
三
十
一
日
で
あ
り
、
株

主
総
会
の
決
議
は
、
令
和
七
年
八
月
三
十
一
日
に
終
了
し

て
お
り
ま
す
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

令
和
八
年
一
月
八
日

福
井
県
敦
賀
市
神
楽
町
二
丁
目
六

五

合
同
会
社
Ｆ
Ｔ
Ｊ
ｌ
ａ
ｂ

代
表
社
員

後
藤

美
佳

資
本
金
及
び
準
備
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
資
本
金
の
額
を
七
千
九
百
九
十
万
円
、
資
本

準
備
金
の
額
を
九
千
九
百
九
十
万
円
減
少
し
、
そ
れ
ぞ
れ

三
千
万
円
、
〇
円
と
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

掲
載
紙

官
報

掲
載
の
日
付

令
和
七
年
十
二
月
二
十
三
日

掲
載
頁

一
一
八
頁
（
号
外
第
二
八
〇
号
）

令
和
八
年
一
月
八
日

山
口
県
周
南
市
浜
田
一
丁
目
六
番
五
号

株
式
会
社
た
だ
お
ザ
ウ
ル
ス

代
表
取
締
役

多
田
尾
隆
幸

定
款
変
更
に
つ
き
通
知
公
告

当
社
は
、
令
和
八
年
一
月
二
十
三
日
付
で
株
券
を
発
行

す
る
旨
の
定
款
の
定
め
を
廃
止
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し

た
の
で
公
告
し
ま
す
。

な
お
、
同
日
に
当
社
の
株
券
は
無
効
と
な
り
ま
す
。

令
和
八
年
一
月
八
日

仙
台
市
青
葉
区
上
杉
四
丁
目
四
番
一
号

株
式
会
社
早
坂
サ
イ
ク
ル
商
会

代
表
取
締
役

早
坂

武

定
款
変
更
に
つ
き
通
知
公
告

当
社
は
、
令
和
八
年
一
月
二
十
三
日
付
で
株
券
を
発
行

す
る
旨
の
定
款
の
定
め
を
廃
止
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し

た
の
で
公
告
し
ま
す
。

な
お
、
同
日
に
当
社
の
株
券
は
無
効
と
な
り
ま
す
。

令
和
八
年
一
月
八
日

東
京
都
中
央
区
銀
座
五
丁
目
四
番
一
号

エ
ル
メ
ス
ジ
ャ
ポ
ン
株
式
会
社

代
表
取
締
役

有
賀

昌
男

任
意
清
算
公
告

当
法
人
は
、
令
和
七
年
十
二
月
三
十
一
日
を
も
っ
て
解

散
し
、
税
理
士
法
第
四
十
八
条
の
二
十
一
第
二
項
に
お
い

て
準
用
す
る
会
社
法
第
六
六
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ

き
総
社
員
の
同
意
に
よ
り
定
め
た
財
産
の
処
分
の
方
法
に

従
い
清
算
を
い
た
し
ま
す
の
で
、
こ
の
清
算
の
方
法
に
異

議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月

以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

令
和
八
年
一
月
八
日

神
戸
市
灘
区
大
和
町
三
丁
目
一
番
一
三
号

叶
税
理
士
法
人

社
員

叶

温

令
和
七
年
八
月
一
日
（
号
外
第
百
七
十
六
号
）
公
布
内

閣
府
・
財
務
省
・
文
部
科
学
省
・
経
済
産
業
省
・
環
境
省

令
第
一
号
（
エ
ネ
ル
ギ
ー
対
策
特
別
会
計
事
務
取
扱
規
則

の
一
部
を
改
正
す
る
命
令
）

令
和
七
年
十
二
月
二
日
農
林
水
産
省
告
示
第
千
八
百
二

十
九
号
（
保
安
林
の
指
定
を
す
る
件
）

訂
正
公
告

令
和
七
年
十
二
月
二
十
二
日
（
号
外
第
二
七
九
号
）
掲

載
の
旅
行
業
者
営
業
保
証
金
取
戻
し
公
告
中
、

の
住
所

「東
京
都
中
央
区
蛎
殻
町
二
丁
目
11番
８
号

」
と
あ
る
は

「東
京
都
中
央
区
日
本
橋
蛎
殻
町
二
丁
目
11番
８
号

」
の

誤
り
に
つ
き
訂
正
し
ま
す
。

令
和
八
年
一
月
八
日

東
京
都
中
央
区
日
本
橋
蛎
殻
町
二
丁
目
一
一
番
八
号

株
式
会
社
Ａ
Ｉ
Ｋ
Ｏ

代
表
取
締
役

タ
ラ
ー
ソ
ワ

ア
ン
ナ


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